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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続可能であるとともに、前記ネットワーク上の機器から所定の情報を
入手して、該入手した情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む複数の
機能を有する複合機能装置であって、
　所定の表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を受け付ける操作手段
と、
　前記操作手段が所定期間に亘って操作されなかったとき、前記操作手段の表示画面をリ
セットするオートクリア手段と、
　前記ネットワーク表示機能による前記操作手段への表示を行った後に前記操作手段が前
記所定期間操作されない場合、該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を初期
状態に戻す第１の動作モードで動作すべきか、該ネットワーク接続を初期状態に戻さない
第２の動作モードで動作すべきかを判別する判別手段と、
　前記判別手段による判別結果に応じて、前記第１の動作モード及び第２の動作モードの
一方を選択する制御手段とを備えることを特徴とする複合機能装置。
【請求項２】
　前記複合機能装置が前記第１及び第２の動作モードのうちのいずれの動作モードで動作
すべきかについての指定を予め受け付ける受付手段を更に有し、
　前記判別手段は、前記受付手段が受け付けた指定内容を参照して前記判別を行うことを
特徴とする請求項１記載の複合機能装置。
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【請求項３】
　ネットワーク上の接続先を特定するための特定情報が予め登録される接続先登録手段を
更に有し、
　前記判別手段は、前記ネットワーク表示機能によって、前記接続先登録手段に予め登録
されている特定情報に対応する接続先から入手した所定の情報が前記操作手段に表示され
ている場合は、前記複合機能装置が前記第２のモードで動作すべきと判別し、前記ネット
ワーク表示機能によって、前記接続先登録手段に登録されていない特定情報に対応する接
続先から入手した所定の情報が前記操作手段に表示されている場合は、前記複合機能装置
が前記第１の動作モードで動作すべきと判別することを特徴とする請求項１又は２に記載
の複合機能装置。
【請求項４】
　前記所定の情報は、前記ネットワーク上の機器の状態及び該機器で表示される表示情報
のうちの少なくとも１つであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の
複合機能装置。
【請求項５】
　前記ネットワーク表示機能におけるデフォルト画面として表示すべき情報と当該情報を
保持する機器とを特定するための特定情報を設定する設定手段を更に有し、
　前記第１の動作モードは、前記設定手段によって設定された特定情報によって特定され
る機器とネットワーク接続し、当該特定情報によって特定される情報を入手する動作モー
ドであることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の複合機能装置。
【請求項６】
　前記ネットワーク表示機能は、前記ネットワーク上の機器が保持するＨＴＭＬコンテン
ツを前記複合機能装置の操作手段に表示する機能であって、
　前記特定情報はＨＴＭＬコンテンツを特定するためのＵＲＬであることを特徴とする請
求項５記載の複合機能装置。
【請求項７】
　前記ネットワーク表示機能は、前記ネットワーク上の機器において表示されている表示
画面を前記複合機能装置の操作手段に表示する機能であって、
　前記第１の動作モードは、前記ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を切断
する動作モードであることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の複合機能装
置。
【請求項８】
　前記オートクリア手段によって前記操作手段の表示画面をリセットする際に予め決めら
れた特定の機能の初期画面に遷移するか否かを登録する登録手段を更に有し、
　前記登録手段によって前記特定の機能の初期画面に遷移する登録がされている場合、前
記第２の動作モードでは、前記ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を維持し
た状態で、前記特定の機能の初期画面に遷移することを特徴とする請求項１乃至７の何れ
か１項に記載の複合機能装置。
【請求項９】
　ネットワークに接続可能であるとともに、前記ネットワーク上の機器から所定の情報を
入手して、該入手した情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む複数の
機能を有すると共に、所定の表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を
受け付ける操作手段を備える複合機能装置の制御方法であって、
　前記操作手段が所定期間に亘って操作されなかったとき、前記操作手段の表示画面をリ
セットするオートクリアステップと、
　前記ネットワーク表示機能による前記操作手段への表示を行った後に前記操作手段が前
記所定期間操作されない場合、該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を初期
状態に戻す第１の動作モードで動作すべきか、該ネットワーク接続を初期状態に戻さない
第２の動作モードで動作すべきかを判別する判別ステップと、
　前記判別ステップによる判別結果に応じて、前記第１の動作モード及び第２の動作モー



(3) JP 4673109 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

ドの一方を選択する制御ステップとを備えることを特徴とする制御方法。
【請求項１０】
　前記複合機能装置が前記第１及び第２の動作モードのうちのいずれの動作モードで動作
すべきかについての指定を予め受け付ける受付ステップを更に有し、
　前記判別ステップでは、前記受付ステップで受け付けた指定内容を参照して前記判別を
行うことを特徴とする請求項９記載の制御方法。
【請求項１１】
　ネットワーク上の接続先を特定するための特定情報が予め登録される接続先情報登録ス
テップを更に有し、
　前記判別ステップでは、前記ネットワーク表示機能によって、前記接続先情報登録ステ
ップで予め登録されている特定情報に対応する接続先から入手した所定の情報が前記操作
手段に表示されている場合は、前記複合機能装置が前記第２のモードで動作すべきと判別
し、前記ネットワーク表示機能によって、前記接続先情報登録ステップで登録されている
特定情報に対応する接続先以外から入手した所定の情報が前記操作手段に表示されている
場合は、前記複合機能装置が前記第１の動作モードで動作すべきと判別することを特徴と
する請求項９又は１０に記載の制御方法。
【請求項１２】
　前記ネットワーク表示機能におけるデフォルト画面として表示すべき情報と当該情報を
保持する機器とを特定するための特定情報を設定する設定ステップを更に有し、
　前記第１の動作モードは、前記設定ステップによって設定された特定情報によって特定
される機器とネットワーク接続し、当該特定情報によって特定される情報を入手する動作
モードであることを特徴とする請求項９乃至１１の何れか１項に記載の制御方法。
【請求項１３】
　前記ネットワーク表示機能は、前記ネットワーク上の機器が保持するＨＴＭＬコンテン
ツを前記複合機能装置の操作手段に表示する機能であって、
　前記特定情報はＨＴＭＬコンテンツを特定するためのＵＲＬであることを特徴とする請
求項１２記載の制御方法。
【請求項１４】
　前記ネットワーク表示機能は、前記ネットワーク上の機器において表示されている表示
画面を前記複合機能装置の操作手段に表示する機能であって、
　前記第１の動作モードは、前記ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を切断
する動作モードであることを特徴とする請求項９乃至１１の何れか１項に記載の制御方法
。
【請求項１５】
　前記オートクリアステップによって前記操作手段の表示画面をリセットする際に予め決
められた特定の機能の初期画面に遷移するか否かを登録する登録ステップを更に有し、
　前記登録ステップによって前記特定の機能の初期画面に遷移する登録がされている場合
、前記第２の動作モードでは、前記ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を維
持した状態で、前記特定の機能の初期画面に遷移することを特徴とする請求項１乃至７の
何れか１項に記載の制御方法。
【請求項１６】
　ネットワークに接続可能であるとともに、前記ネットワーク上の機器から所定の情報を
入手して、該入手した情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む複数の
機能を有すると共に、所定の表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を
受け付ける操作手段を備える複合機能装置の制御方法をコンピュータに実行させるプログ
ラムであって、
　前記操作手段が所定期間に亘って操作されなかったとき、前記操作手段の表示画面をリ
セットするオートクリアモジュールと、
　前記ネットワーク表示機能による前記操作手段への表示を行った後に前記操作手段が前
記所定期間操作されない場合、該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を初期
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状態に戻す第１の動作モードで動作すべきか、該ネットワーク接続を初期状態に戻さない
第２の動作モードで動作すべきかを判別する判別モジュールと、
　前記判別モジュールによる判別結果に応じて、前記第１の動作モード及び第２の動作モ
ードの一方を選択する制御モジュールとを備えることを特徴とするプログラム。
【請求項１７】
　ネットワークに接続可能であるとともに、前記ネットワーク上の機器から所定の情報を
入手して、該入手した情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む複数の
機能を有する複合機能装置であって、
　所定の表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を受け付ける操作手段
と、
　前記操作手段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機能の表示画面と他の
機能の表示画面とを切り替える切替手段と、
　前記切替手段が前記ネットワーク表示機能の表示画面を前記他の機能の表示画面に切り
替えた場合に、該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を初期状態に戻す第１
の動作モードで動作すべきか、該ネットワーク接続を初期状態に戻さない第２の動作モー
ドで動作すべきかを判別する判別手段と、
　前記判別手段による判別結果に応じて、前記第１の動作モード及び第２の動作モードの
一方を選択する制御手段とを備えることを特徴とする複合機能装置。
【請求項１８】
　前記切替手段が前記ネットワーク表示機能の表示画面を前記他の機能の表示画面に切り
替えた場合に、前記複合機能装置が前記第１の動作モード及び第２の動作モードのうちの
いずれの動作モードで動作すべきかを設定する設定手段を更に有し、
　前記判別手段は、前記設定手段により設定された内容を参照して前記判別を行うことを
特徴とする請求項１７記載の複合機能装置。
【請求項１９】
　ネットワーク上の接続先を特定するための特定情報が予め登録される接続先登録手段を
更に有し、
　前記判別手段は、前記ネットワーク表示機能によって、前記接続先登録手段に予め登録
されている特定情報に対応する接続先から入手した所定の情報が前記操作手段に表示され
ている場合は、前記複合機能装置が前記第２のモードで動作すべきと判別し、前記ネット
ワーク表示機能によって、前記接続先登録手段に登録されていない特定情報に対応する接
続先から入手した所定の情報が前記操作手段に表示されている場合は、前記複合機能装置
が前記第１の動作モードで動作すべきと判別することを特徴とする請求項１７又は１８に
記載の複合機能装置。
【請求項２０】
　前記所定の情報は、前記ネットワーク上の機器の状態及び該機器で表示される表示情報
のうちの少なくとも１つであることを特徴とする請求項１７乃至１９のいずれか１項に記
載の複合機能装置。
【請求項２１】
　ネットワークに接続可能であるとともに、前記ネットワーク上の機器から所定の情報を
入手して、該入手した情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む複数の
機能を有すると共に、所定の表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を
受け付ける操作手段を備える複合機能装置の制御方法であって、
　前記操作手段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機能の表示画面と他の
機能の表示画面とを切り替える切替ステップと、
　前記切替ステップで前記ネットワーク表示機能の表示画面を前記他の機能の表示画面に
切り替えた場合に、該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を初期状態に戻す
第１の動作モードで動作すべきか、該ネットワーク接続を初期状態に戻さない第２の動作
モードで動作すべきかを判別する判別ステップと、
　前記判別ステップによる判別結果に応じて、前記第１の動作モード及び第２の動作モー
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ドの一方を選択する制御ステップとを備えることを特徴とする制御方法。
【請求項２２】
　ネットワークに接続可能であるとともに、前記ネットワーク上の機器から所定の情報を
入手して、該入手した情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む複数の
機能を有すると共に、所定の表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を
受け付ける操作手段を備える複合機能装置の制御方法コンピュータに実行させるプログラ
ムであって、
　前記操作手段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機能の表示画面と他の
機能の表示画面とを切り替える切替モジュールと、
　前記切替モジュールが前記ネットワーク表示機能の表示画面を前記他の機能の表示画面
に切り替えた場合に、該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を初期状態に戻
す第１の動作モードで動作すべきか、該ネットワーク接続を初期状態に戻さない第２の動
作モードで動作すべきかを判別する判別モジュールと、
　前記判別モジュールによる判別結果に応じて、前記第１の動作モード及び第２の動作モ
ードの一方を選択する制御モジュールとを備えることを特徴とするプログラム。
【請求項２３】
　ネットワークに接続可能であるとともに、前記ネットワーク上の機器から所定の情報を
入手して、該入手した情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む複数の
機能を有すると共に、所定の表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を
受け付ける操作手段を備える複合機能装置の制御方法コンピュータに実行させるプログラ
ムであって、
　前記操作手段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機能の表示画面と他の
機能の表示画面とを切り替える切替モジュールと、
　前記切替モジュールが前記ネットワーク表示機能の表示画面を前記他の機能の表示画面
に切り替えた場合に、該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を初期状態に戻
す第１の動作モードで動作すべきか、該ネットワーク接続を初期状態に戻さない第２の動
作モードで動作すべきかを判別する判別モジュールと、
　前記判別モジュールによる判別結果に応じて、前記第１の動作モード及び第２の動作モ
ードの一方を選択する制御モジュールとを備えることを特徴とするプログラム。
【請求項２４】
　ネットワークに接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信
し、該受信した情報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置であって
、
　表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための操作手段と
、
　前記操作手段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機能のための表示画面
と他の機能のための表示画面とを切り替える切替手段と、
　前記切替手段によって前記ネットワーク表示機能のための表示画面から前記他の機能の
ための表示画面に切り替えられた場合、前記ネットワーク表示機能のための表示が特定の
接続先から取得した情報に基づく表示であった場合、当該ネットワーク表示機能のための
ネットワーク接続を維持し、当該特定の接続先から取得した情報に基づく表示でない場合
、当該ネットワーク接続を初期状態に戻すよう制御する制御手段とを有することを特徴と
する通信装置。
【請求項２５】
　ネットワークに接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信
し、該受信した情報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置であって
、
　表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための操作手段と
、
　前記操作手段が所定期間内に操作されない場合に、前記操作手段の表示画面をリセット
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するオートクリア手段と、
　前記操作手段に前記ネットワーク表示機能のための表示を行わせた後、所定期間経過し
ても操作がされず、前記オートクリア手段が動作すべき場合に前記ネットワーク表示機能
のためのネットワーク接続を初期状態に戻すよう制御する制御手段とを有することを特徴
とする通信装置。
【請求項２６】
　ネットワークに接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信
し、該受信した情報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置であって
、
　表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための操作手段と
、
　前記操作手段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機能のための表示画面
と他の機能のための表示画面とを切り替える切替手段と、
　前記切替手段によって前記ネットワーク表示機能のための表示画面から前記他の機能の
ための表示画面に切り替えられた場合、当該ネットワーク表示機能のためのネットワーク
接続を初期状態に戻すよう制御する制御手段とを有することを特徴とする通信装置。
【請求項２７】
　ネットワークに接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信
し、該受信した情報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置の制御方
法であって、
　操作手段に表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための
操作ステップと、
　前記操作ステップで所定期間内に操作されない場合に、前記操作手段の表示画面をリセ
ットするオートクリアステップと、
　前記操作手段に前記ネットワーク表示機能のための表示を行わせた後、所定期間経過し
ても前記操作ステップで操作がされず、前記オートクリアステップを実行すべき場合であ
っても、当該ネットワーク機能のための表示が特定の接続先から取得した情報に基づく表
示である場合、当該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を維持し、当該特定
の接続先から取得した情報に基づく表示でない場合、当該ネットワーク接続を初期状態に
戻すよう制御する制御ステップとを有することを特徴とする制御方法。
【請求項２８】
　ネットワークに接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信
し、該受信した情報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置の制御方
法であって、
　操作手段に表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための
操作ステップと、
　前記操作手段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機能のための表示画面
と他の機能のための表示画面とを切り替える切替ステップと、
　前記切替ステップで前記ネットワーク表示機能のための表示画面から前記他の機能のた
めの表示画面に切り替えられた後、再び前記ネットワーク表示機能のための表示画面に戻
されたときに、前記ネットワーク表示機能のための表示が特定の接続先から取得した情報
に基づく表示であった場合、当該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を維持
し、当該特定の接続先から取得した情報に基づく表示でない場合、当該ネットワーク接続
を初期状態に戻すよう制御する制御ステップとを有することを特徴とする制御方法。
【請求項２９】
　ネットワークに接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信
し、該受信した情報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置の制御方
法であって、
　操作手段に表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための
操作ステップと、
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　前記操作ステップで所定期間内に操作されない場合に、前記操作手段の表示内容をリセ
ットするオートクリアステップと、
　前記操作手段に前記ネットワーク表示機能のための表示を行わせた後、所定期間経過し
ても操作がされず、前記オートクリアステップを実行すべき場合に前記ネットワーク表示
機能のためのネットワーク接続を初期状態に戻すよう制御する制御ステップとを有するこ
とを特徴とする制御方法。
【請求項３０】
　ネットワークに接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信
し、該受信した情報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置の制御方
法であって、
　操作手段に表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための
操作ステップと、
　前記操作手段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機能のための表示画面
と他の機能のための表示画面とを切り替える切替ステップと、
　前記切替ステップで前記ネットワーク表示機能のための表示画面から前記他の機能のた
めの表示画面に切り替えられた場合、当該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接
続を初期状態に戻すよう制御する制御ステップとを有することを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合機能装置、通信装置、該装置の制御方法、及びプログラムに関し、特に
、ネットワークに接続可能な複合機能装置であって、該ネットワーク上の機器から所定の
情報を入手して、該入手した情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む
複数の機能を有する複合機能装置、通信装置、該装置の制御方法、及び該制御方法をコン
ピュータに実行させるためのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スキャナ及びプリンタを備えるデジタル複写機をベースにして多数の機能が付加
された複合機能装置が実用化されている。複合機能装置は、スキャナ、プリンタを使用し
てファクシミリ通信を行ったり、プリンタを使用して、コンピュータから送られたコード
データをビットマップデータに展開してプリントアウトを行ったり、スキャナを使用して
読み込んだ画像をネットワーク上に送信したり、また、プリンタを使用して、ネットワー
ク上から配信された画像をプリントしたりするための機能を有する。
【０００３】
　また、複合機能装置は、複写機能及びファクシミリ機能を有する複写機と、該複写機に
接続され、プリンタフォーマッタ機能、画像電子ファイル機能、イメージメモリ機能等の
複数の機能を有する１つのユニットとから構成されたものがある（例えば、特許文献１参
照）。こうした複合機能装置において、複写機の操作部上に各機能に対応するアイコンを
表示し、機能に対応するアイコンが押されたときに、その機能に関連した設定を行うこと
ができるようにしたものがある。そして、例えば、複写機能の設定ができる状態にある複
写モードにおいて、ある一定時間、操作部のキーを入力しないと、複写機能の設定が自動
的にリセットされるオートクリア機能が働くようになっている。
【０００４】
　このような複合機能装置においては、特許文献２等に記載されているように、オートク
リア機能が働いたときにリセットされるべき機能を、上記複数の機能の中から、ユーザが
指定することができるようになっていたり、また、オートクリア機能終了後に現在の機能
（モード）を維持するか、オートクリア機能終了後に特定の機能（モード）で開始するか
の指定を行うことができるようになっていたりした。また、オートクリア機能により、す
べての機能の設定をクリアしたり、現在表示されている機能の設定値はクリアしないで、
表示されてない機能の設定値をクリアしたり、又は、表示の有無にかかわらず、ある特定
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の機能の設定値だけをクリアしたりすることが可能になっていた。
【０００５】
　一方、複合機能装置の操作パネルは大型化してきており、スキャナ、プリンタを利用し
た機能の操作設定だけでなく、その操作画面で、ネットワーク上のリモート機器の操作や
状態の監視を行うための表示や、ブラウザを介してＨＴＭＬコンテンツを表示することが
十分可能になっている。また、携帯電話やファクシミリ装置ではブラウザ画面を組み込ん
でいるものが実現されており、複写機のような複合機能装置の操作部においても、ブラウ
ザを介してＨＴＭＬコンテンツを表示したりネットワーク上のリモート機器の操作や状態
の監視を行ったりすることは、ますます一般的になると考えられる。
【特許文献１】特開平０５－１３０３１１号公報
【特許文献２】特開２００２－３０５６１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の複合機能装置において、ネットワーク上のリモート機器の状
態を表示したり、コンテンツを表示したりするときに、オートクリア機能が働いたことを
想定したものは知られていなかった。
【０００７】
　また、ネットワーク上の端末から受信したコンテンツを表示させているときに、他の機
能の画面に切り替えた後、再びコンテンツを表示させるための画面に戻った場合の挙動を
想定したものも知られていなかった。
【０００８】
　本発明の第１の目的は、例えば、ネットワーク上のリモート機器の状態表示や、コンテ
ンツ表示を行うネットワーク表示機能のための表示を行った後、オートクリアが働いた場
合に適切に対処できるようにして、オートクリア機能終了後の操作性を向上させた複合機
能装置、通信装置、該装置の制御方法、及びプログラムを提供することにある。
【０００９】
　また、本発明の第２の目的は、例えば、ネットワーク上のリモート機器の状態表示や、
コンテンツ表示を行うネットワーク表示機能のための表示を行っているときに、他の機能
のための表示に切り替えた後、再びネットワーク表示機能に戻った場合に適切に対処でき
るようにして、表示画面の切り替えの際の操作性を向上させた複合機能装置、通信装置、
該装置の制御方法、及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記第１の目的を達成するために、請求項１記載の複合機能装置は、ネットワークに接
続可能であるとともに、前記ネットワーク上の機器から所定の情報を入手して、該入手し
た情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む複数の機能を有する複合機
能装置であって、所定の表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を受け
付ける操作手段と、前記操作手段が所定期間に亘って操作されなかったとき、前記操作手
段の表示画面をリセットするオートクリア手段と、前記ネットワーク表示機能による前記
操作手段への表示を行った後に前記操作手段が前記所定期間操作されない場合、該ネット
ワーク表示機能のためのネットワーク接続を初期状態に戻す第１の動作モードで動作すべ
きか、該ネットワーク接続を初期状態に戻さない第２の動作モードで動作すべきかを判別
する判別手段と、前記判別手段による判別結果に応じて、前記第１の動作モード及び第２
の動作モードの一方を選択する制御手段とを備えることを特徴とする。
【００１１】
　上記第１の目的を達成するために、請求項９記載の複合機能装置の制御方法は、ネット
ワークに接続可能であるとともに、前記ネットワーク上の機器から所定の情報を入手して
、該入手した情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む複数の機能を有
すると共に、所定の表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を受け付け
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る操作手段を備える複合機能装置の制御方法であって、前記操作手段が所定期間に亘って
操作されなかったとき、前記操作手段の表示画面をリセットするオートクリアステップと
、前記ネットワーク表示機能による前記操作手段への表示を行った後に前記操作手段が前
記所定期間操作されない場合、該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を初期
状態に戻す第１の動作モードで動作すべきか、該ネットワーク表示機能の表示画面を初期
状態に戻さない第２の動作モードで動作すべきかを判別する判別ステップと、前記判別ス
テップによる判別結果に応じて、前記第１の動作モード及び第２の動作モードの一方を選
択する制御ステップとを備えることを特徴とする。
【００１２】
　上記第１の目的を達成するために、請求項１６記載のプロラムは、ネットワークに接続
可能であるとともに、前記ネットワーク上の機器から所定の情報を入手して、該入手した
情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む複数の機能を有すると共に、
所定の表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を受け付ける操作手段を
備える複合機能装置の制御方法をコンピュータに実行させるプログラムであって、前記操
作手段が所定期間に亘って操作されなかったとき、前記操作手段の表示画面をリセットす
るオートクリアモジュールと、前記ネットワーク表示機能による前記操作手段への表示を
行った後に前記操作手段が前記所定期間操作されない場合、該ネットワーク表示機能のた
めのネットワーク接続を初期状態に戻す第１の動作モードで動作すべきか、該ネットワー
ク表示機能の表示画面を初期状態に戻さない第２の動作モードで動作すべきかを判別する
判別モジュールと、前記判別モジュールによる判別結果に応じて、前記第１の動作モード
及び第２の動作モードの一方を選択する制御モジュールとを備えることを特徴とする。
【００１３】
　上記第２の目的を達成するために、請求項１７記載の複合機能装置は、ネットワークに
接続可能であるとともに、前記ネットワーク上の機器から所定の情報を入手して、該入手
した情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む複数の機能を有する複合
機能装置であって、所定の表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を受
け付ける操作手段と、前記操作手段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機
能の表示画面と他の機能の表示画面とを切り替える切替手段と、前記切替手段が前記ネッ
トワーク表示機能の表示画面を前記他の機能の表示画面に切り替えた場合に、該ネットワ
ーク表示機能のためのネットワーク接続を初期状態に戻す第１の動作モードで動作すべき
か、該ネットワーク接続を初期状態に戻さない第２の動作モードで動作すべきかを判別す
る判別手段と、前記判別手段による判別結果に応じて、前記第１の動作モード及び第２の
動作モードの一方を選択する制御手段とを備えることを特徴とする。
【００１４】
　上記第２の目的を達成するために、請求項２１記載の複合機能装置の制御方法は、ネッ
トワークに接続可能であるとともに、前記ネットワーク上の機器から所定の情報を入手し
て、該入手した情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む複数の機能を
有すると共に、所定の表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を受け付
ける操作手段を備える複合機能装置の制御方法であって、前記操作手段に表示させる表示
画面として前記ネットワーク表示機能の表示画面と他の機能の表示画面とを切り替える切
替ステップと、前記切替ステップで前記ネットワーク表示機能の表示画面を前記他の機能
の表示画面に切り替えた場合に、該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を初
期状態に戻す第１の動作モードで動作すべきか、該ネットワーク接続を初期状態に戻さな
い第２の動作モードで動作すべきかを判別する判別ステップと、前記判別ステップによる
判別結果に応じて、前記第１の動作モード及び第２の動作モードの一方を選択する制御ス
テップとを備えることを特徴とする。
【００１５】
　上記第２の目的を達成するために、請求項２２記載のプログラムは、ネットワークに接
続可能であるとともに、前記ネットワーク上の機器から所定の情報を入手して、該入手し
た情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示機能を含む複数の機能を有すると共に
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、所定の表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を受け付ける操作手段
を備える複合機能装置の制御方法コンピュータに実行させるプログラムであって、前記操
作手段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機能の表示画面と他の機能の表
示画面とを切り替える切替モジュールと、前記切替モジュールが前記ネットワーク表示機
能の表示画面を前記他の機能の表示画面に切り替えた場合に、該ネットワーク表示機能の
ためのネットワーク接続を初期状態に戻す第１の動作モードで動作すべきか、該ネットワ
ーク接続を初期状態に戻さない第２の動作モードで動作すべきかを判別する判別モジュー
ルと、前記判別モジュールによる判別結果に応じて、前記第１の動作モード及び第２の動
作モードの一方を選択する制御モジュールとを備えることを特徴とする。
【００１６】
　上記第１及び第２の目的を達成するために、請求項２３記載の通信装置は、ネットワー
クに接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信し、該受信し
た情報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置であって、表示画面を
表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための操作手段と、前記操作手
段が所定期間内に操作されない場合に、前記操作手段の表示画面をリセットするオートク
リア手段と、前記操作手段に前記ネットワーク表示機能のための表示を行わせた後、所定
期間経過しても操作がされず、前記オートクリア手段が動作すべき場合であっても、当該
ネットワーク表示機能のための表示が特定の接続先から取得した情報に基づく表示である
場合、当該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を維持し、当該特定の接続先
から取得した情報に基づく表示でない場合、当該ネットワーク接続を初期状態に戻すよう
制御する制御手段とを有することを特徴とする。
【００１７】
　上記第１及び第２の目的を達成するために、請求項２４記載の通信装置は、ネットワー
クに接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信し、該受信し
た情報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置であって、表示画面を
表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための操作手段と、前記操作手
段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機能のための表示画面と他の機能の
ための表示画面とを切り替える切替手段と、前記切替手段によって前記ネットワーク表示
機能のための表示画面から前記他の機能のための表示画面に切り替えられた場合、前記ネ
ットワーク表示機能のための表示が特定の接続先から取得した情報に基づく表示であった
場合、当該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を維持し、当該特定の接続先
から取得した情報に基づく表示でない場合、当該ネットワーク接続を初期状態に戻すよう
制御する制御手段とを有することを特徴とする。
【００１８】
　上記第１及び第２の目的を達成するために、請求項２５記載の通信装置は、ネットワー
クに接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信し、該受信し
た情報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置であって、表示画面を
表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための操作手段と、前記操作手
段が所定期間内に操作されない場合に、前記操作手段の表示画面をリセットするオートク
リア手段と、前記操作手段に前記ネットワーク表示機能のための表示を行わせた後、所定
期間経過しても操作がされず、前記オートクリア手段が動作すべき場合に前記ネットワー
ク表示機能のためのネットワーク接続を初期状態に戻すよう制御する制御手段とを有する
ことを特徴とする。
【００１９】
　上記第１及び第２の目的を達成するために、請求項２６記載の通信装置は、ネットワー
クに接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信し、該受信し
た情報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置であって、表示画面を
表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための操作手段と、前記操作手
段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機能のための表示画面と他の機能の
ための表示画面とを切り替える切替手段と、前記切替手段によって前記ネットワーク表示
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機能のための表示画面から前記他の機能のための表示画面に切り替えられた場合、当該ネ
ットワーク表示機能のためのネットワーク接続を初期状態に戻すよう制御する制御手段と
を有することを特徴とする。
【００２０】
　上記第１及び第２の目的を達成するために、請求項２７記載の通信装置の制御方法は、
ネットワークに接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信し
、該受信した情報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置の制御方法
であって、操作手段に表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力す
るための操作ステップと、前記操作ステップで所定期間内に操作されない場合に、前記操
作手段の表示画面をリセットするオートクリアステップと、前記操作手段に前記ネットワ
ーク表示機能のための表示を行わせた後、所定期間経過しても前記操作ステップで操作が
されず、前記オートクリアステップを実行すべき場合であっても、当該ネットワーク機能
のための表示が特定の接続先から取得した情報に基づく表示である場合、当該ネットワー
ク表示機能のためのネットワーク接続を維持し、当該特定の接続先から取得した情報に基
づく表示でない場合、当該ネットワーク接続を初期状態に戻すよう制御する制御ステップ
とを有することを特徴とする。
【００２１】
　上記目的を達成するために、請求項２８記載の通信装置の制御方法は、ネットワークに
接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信し、該受信した情
報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置の制御方法であって、操作
手段に表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための操作ス
テップと、前記操作手段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機能のための
表示画面と他の機能のための表示画面とを切り替える切替ステップと、前記切替ステップ
で前記ネットワーク表示機能のための表示画面から前記他の機能のための表示画面に切り
替えられた後、再び前記ネットワーク表示機能のための表示画面に戻されたときに、前記
ネットワーク表示機能のための表示が特定の接続先から取得した情報に基づく表示であっ
た場合、当該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を維持し、当該特定の接続
先から取得した情報に基づく表示でない場合、当該ネットワーク接続を初期状態に戻すよ
う制御する制御ステップとを有することを特徴とする。
【００２２】
　上記目的を達成するために、請求項２９記載の通信装置の制御方法は、ネットワークに
接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信し、該受信した情
報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置の制御方法であって、操作
手段に表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための操作ス
テップと、前記操作ステップで所定期間内に操作されない場合に、前記操作手段の表示内
容をリセットするオートクリアステップと、前記操作手段に前記ネットワーク表示機能の
ための表示を行わせた後、所定期間経過しても操作がされず、前記オートクリアステップ
を実行すべき場合に前記ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を初期状態に戻
すよう制御する制御ステップとを有することを特徴とする。
【００２３】
　上記目的を達成するために、請求項３０記載の通信装置の制御方法は、ネットワークに
接続可能であるとともに前記ネットワーク上の端末を介して情報を受信し、該受信した情
報に基づく表示を行うネットワーク表示機能を有する通信装置の制御方法であって、操作
手段に表示画面を表示し、該表示画面に基づく操作者からの指示を入力するための操作ス
テップと、前記操作手段に表示させる表示画面として前記ネットワーク表示機能のための
表示画面と他の機能のための表示画面とを切り替える切替ステップと、前記切替ステップ
で前記ネットワーク表示機能のための表示画面から前記他の機能のための表示画面に切り
替えられた場合、当該ネットワーク表示機能のためのネットワーク接続を初期状態に戻す
よう制御する制御ステップとを有することを特徴とする。
【発明の効果】
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【００２５】
　本発明によれば、ネットワーク上のリモート機器の状態表示や、コンテンツ表示を行う
ネットワーク表示機能のための表示を行った後、オートクリアが働いた場合に適切に対処
できるようにしてオートクリア機能終了後の操作性を向上させることが可能となる。
【００２６】
　また、本発明によれば、例えば、ネットワーク上のリモート機器の状態表示や、コンテ
ンツ表示を行うネットワーク表示機能のための表示を行っているときに、他の機能のため
の表示に切り替えた後、再びネットワーク表示機能に戻った場合に適切に対処できるよう
にして、表示画面の切り替えの際の操作性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照して説明する。
【００２８】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る複合機能装置を含むシステムのネットワーク
構成を示す図である。本実施の形態における複合機能装置は、データ送受信機能を有する
複写機である。
【００２９】
　図１に示すシステムにおいて、複写機１００１は、複写機１００１と同等の機能を持つ
複写機１００２、ファクシミリ装置１００３、データベース／メールサーバ１００４、ク
ライアントコンピュータ１００５とともに、イーサネット（登録商標）などからなるＬＡ
Ｎ１００６に接続されている。また複写機１００１は、ファクシミリ装置１００７ととも
に公衆回線１００８に接続されている。複写機１００１は、コピー機能、ファクシミリ通
信機能を有するとともに、原稿画像を読み取るスキャン機能や、該スキャン機能によって
得られた画像データをＬＡＮ１００６上の各装置に送信するデータ送信機能を有する。ま
た複写機１００１は、ＰＤＬ（Page Description Language）に対応するので、ＬＡＮ１
００６上に接続されているコンピュータからＰＤＬ画像を受信して印刷することが可能で
ある。複写機１００１は、複写機１００１で読み取った画像や、ＬＡＮ１００６上に接続
されているコンピュータから送信されたＰＤＬ画像を、複写機１００１内のハードディス
クドライブ（HDD）２００４（図２）の指定したボックス領域に保存することが可能であ
り、ボックス領域に保存された画像を印刷することが可能になっている。
【００３０】
　複写機１００１は、複写機１００２が読み取った画像データを、ＬＡＮ１００６を介し
て受信し、受信したデータを複写機１００１内のHDD２００４に保存したり、印刷出力し
たりすることが可能である。また、クライアントコンピュータ１００５及びＬＡＮ１００
６を介して、データベース／メールサーバ１００４の画像を受信し、複写機１００１内に
保存したり、印刷出力したりすることが可能である。ファクシミリ装置１００３は、複写
機１００１が読み取った画像データを、ＬＡＮ１００６を介して受信し、該受信した画像
データをファクシミリで送信することが可能である。
【００３１】
　データベース／メールサーバ１００４は、複写機１００１が読み取った画像データを、
ＬＡＮ１００６を介して受信し、受信した画像データをデータベースとして格納する機能
と、受信した画像データを電子メールとして送信する機能とを有するサーバ装置である。
【００３２】
　クライアントコンピュータ１００５は、データベース／メールサーバ１００４にアクセ
スすることによって、データベース／メールサーバ１００４から所望のデータを取得して
表示することが可能であるとともに、複写機１００１が読み取った画像データを、ＬＡＮ
１００６を介して受信し、受信した画像データを加工、編集することが可能である。
【００３３】
　ファクシミリ装置１００７は、複写機１００１が読み取った画像データを、公衆回線１
００８を介して受信し、受信した画像データを印刷出力することが可能である。
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【００３４】
　図２は、図１における複写機１００１の主要部の構成を示すブロック図である。
【００３５】
　複写機１００１はコントローラユニット２０００を含み、コントローラユニット２００
０には、画像入力デバイスであるスキャナ２０７０や画像出力デバイスであるプリンタ２
０９５が接続されるとともに、タッチパネルを有する操作部２０１２が接続される。コン
トローラユニット２０００は、スキャナ２０７０で読み取られた画像データをプリンタ２
０９５により印刷出力するコピー機能を実現するための制御を行うとともに、ＬＡＮ１０
０６や例えばＷＡＮ（Wide Area Network）から成る公衆回線１００８に接続することに
よって、画像情報やデバイス情報の入出力を行うための制御を行う。
【００３６】
　コントローラユニット２０００は、具体的には、ＣＰＵ２００１を有し、ＣＰＵ２００
１は、ＲＯＭ２００３に格納されているブートプログラムによりオペレーションシステム
（ＯＳ）を立ち上げ、このＯＳ上で、ＨＤＤ２００４に格納されているアプリケーション
プログラムを実行し、これによって各種処理を実行する。このＣＰＵ２００１の作業領域
としてはＲＡＭ２００２が用いられる。ＲＡＭ２００２は、ＣＰＵ２００１に作業領域を
提供するとともに、画像データを一時記憶するための画像メモリ領域を提供する。ＨＤＤ
２００４は、上記アプリケーションプログラムや画像データを格納する。
【００３７】
　ＣＰＵ２００１には、システムバス２００７を介して、ＲＯＭ２００３およびＲＡＭ２
００２とともに、操作部Ｉ／Ｆ（操作部インタフェース）２００６、ネットワークＩ／Ｆ
（ネットワークインタフェース）２０１０、モデム２０５０およびイメージバスＩ／Ｆ（
イメージバスインタフェース）２００５が接続される。
【００３８】
　操作部Ｉ／Ｆ２００６は、操作部２０１２とのインタフェースであり、操作部２０１２
に表示すべき画像データを操作部２０１２に対して出力する。また、操作部Ｉ／Ｆ２００
６は、操作部２０１２においてユーザにより入力された情報をＣＰＵ２００１に送出する
。
【００３９】
　次に、ネットワークＩ／Ｆ２０１０は、ＬＡＮ１００６に接続され、ＬＡＮ１００６を
介してＬＡＮ１００６上の各装置との間で情報の入出力を行う。モデム２０５０は、公衆
回線１００８に接続され、公衆回線１００８を介して情報の入出力を行う。
【００４０】
　イメージバスＩ／Ｆ２００５は、システムバス２００７と、画像データを高速で転送す
る画像バス２００８とを接続し、データ形式を変換するためのバスブリッジである。画像
バス２００８は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４から構成される。画像バス２００８
上には、ラスタイメージプロセッサ（以下、「ＲＩＰ」という）２０６０、デバイスＩ／
Ｆ２０２０、スキャナ画像処理部２０８０、プリンタ画像処理部２０９０、画像回転部２
０３０、および画像圧縮部２０４０が設けられる。
【００４１】
　ＲＩＰ２０６０は、ＰＤＬ画像をビットマップイメージに展開するプロセッサである。
デバイスＩ／Ｆ２０２０には、スキャナ２０７０およびプリンタ２０９５が接続され、デ
バイスＩ／Ｆ２０２０は、画像データの同期系／非同期系の変換を行う。スキャナ画像処
理部２０８０は、入力画像データに対し補正、加工、編集を行う。プリンタ画像処理部２
０９０は、プリント出力対象の画像データに対してプリンタ２０９５に応じた補正、解像
度変換などを行う。画像回転部２０３０は、画像データの回転を行う。画像圧縮部２０４
０は、多値画像データをＪＰＥＧデータに、２値画像データをＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＨな
どの方式のデータに圧縮するとともに、その伸張処理を行う。
【００４２】
　次に、スキャナ２０７０およびプリンタ２０９５のハードウェア構成について図３を参
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照して説明する。
【００４３】
　図３は、図２に示すスキャナ２０７０およびプリンタ２０９５のハードウェア構成を示
す側断面図である。
【００４４】
　スキャナ２０７０とプリンタ２０９５とは、図３に示すように、一体的に構成されてい
る。スキャナ２０７０は、原稿給紙ユニット２５０を搭載し、原稿給紙ユニット２５０は
、原稿を先頭から順に１枚ずつプラテンガラス２１１上へ給送し、各原稿の読取動作が終
了する毎に、その原稿をプラテンガラス２１１から排出トレイ（図示せず）に排出する。
スキャナ２０７０は、原稿がプラテンガラス２１１上に給送されると、ランプ２１２を点
灯し、移動ユニット２１３の移動を開始する。この移動ユニット２１３の移動によりプラ
テンガラス２１１上の原稿に対する読取走査が行われる。この読取走査中、原稿からの反
射光は、各ミラー２１４，２１５，２１６およびレンズ２１７を経てイメージセンサとし
てのＣＣＤ２１８に導かれ、原稿上の画像がＣＣＤ２１８の撮像面上に結像される。ＣＣ
Ｄ２１８は、撮像面に結像された画像を電気信号に変換する。この電気信号は、所定の処
理が施された後に制御装置（図示せず）に入力される。
【００４５】
　プリンタ２０９５は、レーザドライバ３２１を有し、レーザドライバ３２１は、制御装
置から入力された画像データに基づきレーザ発光部３２２を駆動する。これにより、レー
ザ発光部３２２からは画像データに応じたレーザ光が発光され、このレーザ光は感光ドラ
ム３２３上を走査するように照射される。感光ドラム３２３上には、照射されたレーザ光
により静電潜像が形成され、この静電潜像は現像器３２４から供給されたトナーによりト
ナー像として可視化される。レーザ光の照射タイミングに同期して、カセット３１１，３
１２の一方から記録紙が所定の搬送路を介して感光ドラム３２３と転写部３２５との間の
空間に給紙され、感光ドラム３２３上のトナー像は転写部３２５により給紙された記録紙
上に転写される。
【００４６】
　トナー像が転写された記録紙は、搬送ベルトを介して加熱ローラと加圧ローラとから成
る定着ローラ対３２６に送られ、定着ローラ対３２６は、記録紙を熱圧し、記録紙上のト
ナー像を記録紙に定着させる。この定着ローラ対３２６を通過した記録紙は、排紙ローラ
対３２７により排紙ユニット３３０に排紙される。排紙ユニット３３０は、ソート、ステ
イプルなどの後処理を施すことが可能なシート処理装置からなる。
【００４７】
　また、複写機１００１に両面記録モードが設定されている場合には、記録紙を排紙ロー
ラ対３２７まで搬送した後に、排紙ローラ対３２７の回転方向を逆転させ、フラッパ３２
８によって再給紙搬送路３３９へ導く。再給紙搬送路３３９に導かれた記録紙は、上述し
たタイミングと同様のタイミングで感光ドラム３２３と転写部３２５との間の空間に再給
紙され、この記録紙の裏面にトナー像が転写される。
【００４８】
　図４は、図２に示す操作部２０１２の構成を示す平面図である。
【００４９】
　図４において、ＬＣＤ表示部２０１３は、ＬＣＤ上にタッチパネルシートが貼られた構
造となっており、複写機１００１の操作画面を表示するとともに、該画面に表示されたタ
ッチキーが押されるとその位置情報をコントローラユニット２０００のＣＰＵ２００１に
伝える。スタートキー２０１４は、原稿画像の読み取り動作を開始する時などに用いられ
る。スタートキー２０１４の中央部には、緑と赤の２色ＬＥＤ２０１８が設けられ、その
色によってスタートキー２０１４の押下に対応する機能が使える状態にあるか否かを示す
。ストップキー２０１５は、稼働中の動作を止めるときに操作される。ＩＤキー２０１６
は、使用者のユーザＩＤを入力する時に用いられる。リセットキー２０１７は、操作部２
０１２から入力された設定を初期化する時に用いられる。
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【００５０】
　図５は、操作部２０１２上に表示される操作画面の一例を示す図である。
【００５１】
　図５に示すように、操作部２０１２の操作画面の上部には、複写機１００１が有する各
種の機能のいずれかを選択するためのタッチキーからなる機能タブが表示される。これら
機能タブには、例えば、コピータブ９０１、送信／ＦＡＸタブ９０２、ボックスタブ９０
３、ＶＮＣタブ９０４、右矢印タブ９０５がある。
【００５２】
　図５は、コピータブ９０１のタッチキーが押下されたときのコピー機能に関する設定を
行うための初期画面を表している。コピー機能に関する表示は領域９０６で行われ、領域
９０６の上部領域には、コピー機能で表示すべきステータス、例えば「コピーできます」
を表示し、その下の領域には、倍率、選択給紙段、置数を表示する。また、さらにその下
の領域には、コピー機能の動作モードを設定するためのタッチキーとして、等倍、倍率、
用紙選択、ソータ、両面、割込み、文字、濃度調整用としての薄くするに対応する左矢印
キー、濃くするに対応する右矢印キー、濃度を自動調整する自動キー、及び応用モードキ
ーが表示される。初期画面に表示しきれない動作モードの指定画面は、応用モードキーを
押下することで、階層的に領域９０６内に表示されるようになっている。
【００５３】
　また、ステータス表示領域９０７は、複写機１００１のステータスを表示する領域であ
り、例えば、ジャムなどのアラームメッセージや、ＰＤＬでプリント中であることを示す
ステータスメッセージを表示する領域である。ステータス表示領域９０７にはシステム状
況／中止キー９０８が表示され、該システム状況／中止キー９０８を押下すると、図５に
示すような画面ではジョブの中止を行うことが可能であり、場合によっては、複写機１０
０１のデバイス情報を表示する画面や、プリントジョブ実行状況を表示する画面（図示せ
ず）を表示することが可能である。
【００５４】
　送信／ＦＡＸタブ９０２を押下すると、複写機１００１で読み取った画像をＬＡＮ１０
０６上の機器にＥ－メール送信またはＦＴＰ送信したり、また公衆回線１００８を使って
ファクシミリ送信したりするための設定画面（図示せず）を表示する。
【００５５】
　ボックスタブ９０３を押下すると、複写機１００１上で読み取った画像をＨＤＤ２００
４内のボックス領域に保存したり、ボックス領域に保存されている画像データを指定して
印刷したり、ＬＡＮ１００６上の機器に送信したりするための設定画面（図示せず）を表
示する。
【００５６】
　次に、遠隔にあるリモートマシン、例えば複写機１００１の操作部２０１２を使って、
ＬＡＮ１００６上のローカルマシン、例えばクライアントコンピュータ１００５を遠隔操
作したり、そのデスクトップ画面を操作部２０１２に表示したりする方法について説明す
る。
【００５７】
　遠隔操作やデスクトップ画面の表示を行うために、ＶＮＣ（Virtual Network Computin
g）を用いる。ＶＮＣは、ローカルマシンのデスクトップ画面を遠隔にあるリモートマシ
ンからネットワーク経由でアクセスすることを可能にするＶＮＣサーバと、アクセスした
デスクトップ画面を表示するためのＶＮＣクライアント（ビューワと呼ばれる）とから構
成されていて、ネットワーク上にあるコンピュータ間でフレームバッファやユーザ入力な
どを転送するための手続きを規定したＶＮＣプロトコル、例えばＲＦＢ（Remote Frame B
uffer）プロトコルを使用して実現される。これにより、ローカルマシンのデスクトップ
画面をリモートマシンの画面上で操作することが可能になる。
【００５８】
　図１のシステム構成で、例えば、操作部２０１２に、クライアントコンピュータ１００
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５のデスクトップ画面を表示させる場合には、まず、クライアントコンピュータ１００５
上でＶＮＣサーバアプリケーションを起動する。複写機１００１のＲＯＭ２００３には、
ＶＮＣクライアントプログラムを組み込んでおく。次いで、操作部２０１２を介してＶＮ
Ｃクライアントプログラムを起動させることで、操作部２０１２上にクライアントコンピ
ュータ１００５のデスクトップ画面を表示することが可能になる。
【００５９】
　図５に示すＶＮＣタブ９０４が押下されると、操作部２０１２に表示される画面は、図
６に示すＶＮＣ接続を行うための開始画面に遷移する。この開始画面において開始キー１
１０１を押下すると、図７に示す認証画面に遷移する。この認証画面における領域１１０
２を押下すると、ソフトキーボードが表示されるキーボード画面（不図示）よりサーバ名
の入力を行うことができる。また、領域１１０３を押下すると、キーボード画面よりパス
ワードの入力を行うことができる。サーバ名、パスワードを入力した状態で、ＯＫキー１
１０５を押下すると、クライアントコンピュータ１００５によって認証が行われ、認証に
成功した場合はＶＮＣ接続が開始される。
【００６０】
　図８は、図７の認証画面を介して認証に成功したクライアントコンピュータ１００５の
デスクトップ画面が操作部２０１２に表示された場合の操作部２０１２の画面を示す図で
ある。
【００６１】
　図８に示すように、枠１１１４の中にデスクトップ画面が表示される。枠１１１４の外
に表示されたキー１１０８，１１０９、１１１０、１１１１はそれぞれ、デスクトップ画
面のスクロール方向、即ち上下左右を指示するキーである。ＬＯＧ ＯＦＦキー１１１２
は、ＶＮＣ接続を終了するためのキーであり、ＬＯＧ ＯＦＦキー１１１２を押下すると
、ＶＮＣ接続を終了し、図６の開始画面に戻る。大キー１１１３は、画面表示を全面画面
表示に切り替えるためのキーであり、大キー１１１３を押下すると、画面上部の機能タブ
の領域から、画面下部のステータス表示領域９０７まで、デスクトップ画面の表示領域が
広げられる。
【００６２】
　図９は、大キー１１１３を押下したときに操作部２０１２に表示される画面の一例を示
す図である。この画面内に表示されたデスクトップ画面例では、表示されているアイコン
が、図８のデスクトップ画面では３つなのに対して４つになっている。
【００６３】
　図９の画面において、枠１１１５の外に表示された小キー１１１６を押下すると、図９
の画面は図８の画面に遷移する。
【００６４】
　次に、操作部２０１２上のブラウザ表示について説明する。
【００６５】
　コントローラユニット２０００のＲＯＭ２００３には、ウェブブラウザ表示のためのプ
ログラムが組み込まれおり、操作部２０１２を介したユーザからの指示により、ウェブブ
ラウザ表示をすることが可能になっている。
【００６６】
　５つ以上の機能がコントローラユニット２０００に装備されている場合は、図５に示す
操作部２０１２の画面例で説明すると、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックス、ＶＮＣの４つ
機能タブ９０１～９０４の右横に右矢印キー９０５が表示される。右矢印キー９０５が押
下されると、本実施の形態ではＶＮＣタブ９０４の代わりに、ブラウザタブ１２０１が表
示されるとともに、ブラウザが起動して、操作部２０１２に表示されるべき画面が、図１
０に示すブラウザ画面に遷移する。
【００６７】
　本実施の形態では、複写機１００１には、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの基本機能
に加えて、ＶＮＣ機能とブラウズ機能とが拡張機能として組み込まれていて、図５の画面
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において、右矢印ボタン９０５を押下する毎に、デスクトップ画面（ＶＮＣ画面）とブラ
ウザ画面とに表示が切り替わるようになっている。もし６つ以上の機能が組み込まれた場
合には、デスクトップ画面（ＶＮＣ画面）とブラウザ画面と、６番目以降の組み込まれた
機能の画面とが、右矢印ボタン９０５を押下する毎に切り替わる。
【００６８】
　図１０に示すブラウザ画面は、ブラウザ用の表示領域１２２０を含み、ブラウザ用の表
示領域１２２０はコンテンツ表示領域１２０２と、以下に示す複数のキーの表示領域とを
含む。
【００６９】
　戻るキー１２０３は、ページを１つ前に戻すキーである。進むキー１２０４は、ページ
を１つ進めるためのキーである。中止キー１２０５は、ページの読み込み（ロード）を中
止するためのキーである。再読込みキー１２０６は、現在表示しているページを再度ロー
ドして表示するためのキーである。ホームキー１２０７は、設定されているＵＲＬのホー
ムページを表示するためのキーである。ブラウザ機能の初期画面には、ホームキー１２０
７で設定されているＵＲＬのホームページを表示する。ここで設定されるホームページに
はブランクページの設定も可能である。
【００７０】
　ツールキー１２０８は、ブックマーク、履歴、ページ保存などのツール画面を表示する
ためのキーである。表示キー１２０９は、画面の表示倍率の変更、文字サイズの変更、文
字コードの変更などの画面を表示するためのキーである。設定キー１２１０は、プロキシ
サーバの設定、セキュリティの設定など、ブラウジングに必要な設定を行う画面を表示す
るためのキーである。印刷キー１２１１は、現在表示しているページを印刷するためのキ
ーである。この印刷キー１２１１を押下すると、印刷設定ダイアログが表示され、印刷設
定ダイアログには、フレームをどのように印刷するかの設定、印刷に関する設定（部数、
両面、ソートなど）の画面が表示され、この画面内の印刷スタートボタンを押下すること
で印刷が開始される。
【００７１】
　全画面キー１２１２は、ブラウザ画面を全画面表示にするためのキーである。これにつ
いては後述する。
【００７２】
　メニューＯＦＦキー１２１３は、前述した戻るキー１２０３、進むキー１２０４、中止
キー１２０５、再読込キー１２０６、ホームキー１２０７、ツールキー１２０８、表示キ
ー１２０９、設定キー１２１０、印刷キー１２１１、全画面キー１２１２からなるメニュ
ー画面の表示のＯＦＦを行うためのキーである。このメニューＯＦＦキー１２１３を押下
すると、操作部２０１２に表示されるべきブラウザ画面が、図１１に示すブラウザ画面に
遷移し、メニュー画面の表示が消え、代わりに図１０のブラウザ画面のコンテンツ表示領
域１２０２では表示できなかったコンテンツ部分を表示することができる。またメニュー
ＯＦＦキー１２１３の場所にはメニューＯＮキー１２１６が表示され、このキーが押下さ
れると、メニュー画面の再表示を行い、図１０に示すブラウザ画面に遷移する。
【００７３】
　図１０において、ＵＲＬ入力部１２１４は、ＵＲＬを指定して対応ページを開きたいと
きに操作されるもので、このフィールドを押下することで、表示されたキーボード画面を
介して、ユーザがＵＲＬを指定することができる。終了キー１２１５は、ブラウザ画面の
表示を終了するためのキーであり、このキーを押下すると、表示すべき画面のＵＲＬをホ
ーム設定しているホームページのＵＲＬに戻した後、ブラウザ画面は、ブラウズ機能に入
る前の初期画面に戻る。
【００７４】
　図１２は、図１０のブラウザ画面における全画面キー１２１２を押下したときに、操作
部２０１２に表示されるブラウザ画面を示す図である。
【００７５】
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　図１２に示すブラウザ画面では、図１０のブラウザ画面で表示されていた画面上部の機
能タブと、画面下部のステータス表示領域９０７とシステム状況／中止キー９０８とが消
去され、メニュー画面と、メニューＯＦＦキー１２１３、ＵＲＬ入力部１２１４、終了キ
ー１２１５とが画面下部に移動されて表示される。これにより、コンテンツ表示領域１２
０２が拡大表示される。
【００７６】
　小画面キー１２１９は、操作部２０１２に表示される画面を図１０のブラウザ画面に戻
すためのキーであり、このキー１２１９が押下されると、機能タブとステータス表示領域
１２０２とシステム状況／中止キー９０８とが再表示され、コンテンツ表示領域１２０２
が縮小される。また、図１２のブラウザ画面において、メニューＯＦＦキー１２１３を押
下すると、操作部２０１２に表示される画面は、図１３に示すブラウザ画面に遷移し、メ
ニュー画面の表示が消え、コンテンツ表示領域１２０２をさらに広げることができる。
【００７７】
　次に、本実施の形態におけるオートクリア機能について説明する。
【００７８】
　オートクリア機能は、操作部２０１２に対して所定期間に亘ってユーザによる操作がな
かったときに、各所定の機能（モード）の設定値を初期値に戻すとともに、後述の図１４
及び図１５に示す各画面を使って予め設定されている設定内容に従った初期画面の表示に
戻す機能である。
【００７９】
　図１４は、オートクリア機能が働いたときに操作部２０１２に表示すべき初期画面とし
ての初期機能を予め選択設定するための初期機能設定画面を示す図であり、コピーキー１
３０２、送信／ＦＡＸキー１３０３、ボックスキー１３０４が表示される。これらのいず
れかのキーを選択することで、オートクリア機能が働いたときに、設定すべき初期機能を
指定できる。
【００８０】
　図１５は、オートクリア機能終了後に図１４の初期機能設定画面で選択された初期機能
の設定値を初期値に復帰させるか否かの設定と、オートクリア機能により、オートクリア
機能終了後にネットワーク設定としてネットワークとの接続を切断するか否かの設定とを
予め行なうための設定画面を示す図である。
【００８１】
　図１５の設定画面には、オートクリア機能終了後に、図１４の初期機能設定画面で設定
された初期機能の設定値を初期値に復帰させることを選択するための復帰するキー１４０
２と、該初期機能の設定値を初期値に復帰しないことを選択するための復帰しないキー１
４０３と、オートクリア機能終了後にネットワーク設定としてネットワークとの接続を切
断することを選択するための切断キー１４０５と、ネットワークとの接続をそのまま保持
することを選択するための保持キー１４０６とが表示される。ここで、ネットワークとの
切断とは、接続中の端末との通信を切断するだけではなく、表示画面をＶＮＣ機能または
ブラウザ機能における初期画面に切り替えることをいう。
【００８２】
　キー操作がなかったことを判別するための所定期間（ここでは「オートクリアタイム」
と呼ぶ）は、例えば２分に予め設定されているが、２分に限られることはなく、操作部２
０１２を介してユーザが任意に設定、変更することが可能である。なお、オートクリアタ
イムを「０」に設定すると、オートクリア機能が動作しない設定になる。
【００８３】
　図１６および図１７は、図２におけるコントローラユニット２０００で実行されるオー
トクリア処理の手順を示すフローチャートである。
【００８４】
　まず、ステップＳ２００１ａで、オートクリアタイムが０であるか否かを判別し、０で
あれば、ステップＳ２００１ａへ戻り、０でないときは、オートクリアタイムに亘ってキ
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ー操作がなかったか否かを判別し（ステップＳ２００１ｂ）、オートクリアタイムが経過
したときは、ステップＳ２００２に進み、オートクリアタイムが経過していないときはス
テップＳ２００１ａへ戻る。
【００８５】
　ステップＳ２００２で、操作部２０１２に現在表示中の画面における機能がオートクリ
ア可能であるか否かを判別する。オートクリア可能と判別した場合はステップＳ２００３
に進み、例えば、コピー機能の画面が表示されている場合に、ジャム発生を示すアラーム
メッセージの表示が行われているときには、オートクリア不可能と判別してステップＳ２
００１ａに戻る。
【００８６】
　ステップＳ２００３で、ブラウザ機能及びＶＮＣ機能（クライアントコンピュータ１０
０５のデスクトップ画面に複写機１００１がネットワーク経由で遠隔からアクセスしたり
、アクセスしたデスクトップ画面を操作部２０１２に表示したりする機能）のうちの少な
くとも１つがコントローラユニット２０００に組み込まれているか否かを判別する。ＶＮ
Ｃ機能もブラウザ機能もコントローラユニット２０００に組み込まれていないと判別され
た場合は、ステップＳ２００４に進み、ブラウザ機能及びＶＮＣ機能のうちの少なくとも
１つが組み込まれていると判別された場合は、後述するステップＳ２００８に進む。
【００８７】
　ステップＳ２００４で、後述するすべての関連する機能（モード）の設定値を初期値に
クリアする。
【００８８】
　ステップＳ２００５で、図１５に示す設定画面によって設定された設定内容が、図１４
に示す初期機能設定画面によって設定された初期機能の初期画面に復帰するという内容で
あるか否かを判別する。復帰するという判別であれば、ステップＳ２００６へ進み、復帰
しないという判別であれば、ステップＳ２００７へ進む。
【００８９】
　ステップＳ２００６で、図１４の初期機能設定画面で設定されている初期機能に機能を
切り替えて、操作部２０１２で切り替えた機能に対応する初期画面の表示を行う。例えば
、図１４に示す初期機能設定画面でコピーキー１３０２が予め選択設定されていて、ボッ
クス機能の画面のまま放置された場合は、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関す
る設定値を初期値に戻し、操作部２０１２でコピー機能の初期画面（図５）を表示するよ
うにする。
【００９０】
　ステップＳ２００７では、操作部２０１２に表示されていた機能における初期画面を操
作部２０１２に表示するようにする。例えば、図１４に示す初期機能設定画面でコピーキ
ー１３０２が選択設定されていて、ボックス機能の画面のまま放置された場合は、コピー
、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値を初期値に戻し、操作部２０１２にボッ
クス機能の初期画面（不図示）を表示する。
【００９１】
　一方、ステップＳ２００３において、ブラウザ機能及びＶＮＣ機能のうちの少なくとも
１つがコントローラユニット２０００に組み込まれていると判別された場合は、ステップ
Ｓ２００８で、図１５の設定画面に示すネットワーク設定の設定値を利用する。すなわち
、ネットワーク設定において、切断キー１４０５が選択設定されているか、保持キー１４
０６が選択設定されているかを判別する。切断キー１４０５が選択設定されているならば
ステップＳ２００９へ進み、保持キー１４０６が選択設定されているならば後述するステ
ップＳ２０１１へ進む。
【００９２】
　ステップＳ２００９では、コントローラユニット２０００にＶＮＣ機能があり、ＶＮＣ
接続を介した通信がされていれば、その通信中のＶＮＣ接続を切断する。次にステップＳ
２０１０で、コントローラユニット２０００にブラウザ機能があり、ブラウザ表示されて
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いれば、ブラウザ表示を終了する。
【００９３】
　その後、ステップＳ２００４へ進む。この場合、ステップＳ２００１ｂの判別対象の画
面の機能とステップＳ２００９及びステップＳ２０１０で実行した処理に応じて、以下に
示す４つの場合がある。
【００９４】
　ＶＮＣ接続を介した通信をして操作部２０１２に図８又は図９のＶＮＣ画面を表示した
まま放置した第１の場合は、ステップＳ２００９で通信中のＶＮＣの接続を切断するとと
もに、ステップＳ２００４で、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値を
初期値にクリアする。続くステップＳ２００５で、オートクリア機能終了後に図１４の初
期機能設定画面で設定されている初期機能の初期画面に復帰すると判別された場合には、
対応する初期機能の初期画面を表示する（ステップＳ２００６）。一方、ステップＳ２０
０５で、オートクリア機能終了後に初期機能の初期画面に復帰しないと判別された場合に
は、図６に示すＶＮＣ機能の開始画面を操作部２０１２に表示する（ステップＳ２００７
）。
【００９５】
　また、ＶＮＣ接続を介した通信をしたまま、ＶＮＣ機能とは異なる他の機能の画面で放
置された第２の場合は、上記第１の場合と同様に、ステップＳ２００９で通信中のＶＮＣ
の接続を切断するとともに、ステップＳ２００４で、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの
機能に関する設定値を初期値にクリアし、図１４及び図１５の各設定画面の設定に従って
初期機能の初期画面を操作部２０１２に表示する（ステップＳ２００６又はステップＳ２
００７）。
【００９６】
　したがって、これら第１及び第２の場合では、オートクリア機能終了後にＶＮＣタブ９
０４を押下してＶＮＣ機能を選択したときには、ＶＮＣ機能の初期画面である図６の開始
画面が操作部２０１２に表示されることになる。
【００９７】
　また、ブラウザ機能を働かせて図１０乃至１３のいずれかのブラウザ画面を表示したま
ま放置された第３の場合は、ステップＳ２０１０でブラウザ表示を終了するとともに、ス
テップＳ２００４で、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値を初期値に
クリアする。続くステップＳ２００５で、オートクリア機能終了後に初期機能の初期画面
に復帰すると判別された場合には、対応する初期機能の初期画面を表示する（ステップＳ
２００６）。一方、ステップＳ２００５で、オートクリア後に初期機能の初期画面に復帰
しないと判別された場合には、ブラウザ機能の初期画面を操作部２０１２に表示する（ス
テップＳ２００７）。なお、ブラウズ機能では、初期画面には、図１０に示すホームキー
１２０７で設定されているＵＲＬの対応ホームページを表示するため、ステップＳ２００
５で初期機能の初期画面に復帰しないと判別された場合でも（ステップＳ２００７）、図
１４の初期機能設定画面で設定されている初期機能がブラウザ機能である場合には、ステ
ップＳ２００６においてブラウザ機能の初期画面を表示する。
【００９８】
　また、ブラウザ表示をしたまま、ブラウザ機能とは異なる他の機能の画面で放置された
第４の場合は、上記第３の場合と同様に、ステップＳ２０１０でブラウザ表示を終了する
ともに、ステップＳ２００４で、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値
を初期値にクリアし、図１４及び図１５の各設定画面の設定に従った初期機能の初期画面
を操作部２０１２に表示する（ステップＳ２００６又はステップＳ２００７）。
【００９９】
　したがって、これら第３及び第４の場合では、オートクリア機能終了後に、図１０に示
すブラウザタブ１２０１または図５に示す画面で右矢印タブ９０５を押下してブラウザ機
能を選択した場合には、ブラウザが起動され、初期画面には、ホームキー１２０７で設定
されているＵＲＬのホームページを改めて表示することになる。
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【０１００】
　図１７に戻って、ステップＳ２００８で、図１５におけるネットワーク設定において保
持キー１４０６が選択設定されていると判別された場合には、ステップＳ２０１１へ進ん
で、コンローラユニット２０００にＶＮＣ機能があり、ＶＮＣ接続を介した通信がされて
いれば、その通信中のＶＮＣ接続を保持した状態にしておき、ステップＳ２００４でＶＮ
Ｃ機能に関する設定値がクリアされないようにしておく。次にステップＳ２０１２で、コ
ンローラユニット２０００にブラウザ機能があり、ブラウザが起動されていれば、その状
態のままブラウザ表示を保持しておき、ステップＳ２００４でブラウザ機能に関する設定
値がクリアされないようにしておく。
【０１０１】
　その後、ステップＳ２００４へ進む。この場合、ステップＳ２００１ｂの判別対象の画
面の機能とステップＳ２０１１及びステップＳ２０１２で実行した処理に応じて、以下に
示す４つの場合がある。
【０１０２】
　ＶＮＣ接続を介した通信をして図８又は図９のＶＮＣ画面（デスクトップ画面）を表示
したまま放置された第１の場合は、ステップＳ２０１１で通信中のＶＮＣ接続は保持され
たまま、ステップＳ２００４で、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値
を初期値にクリアする。続くステップＳ２００５で、オートクリア機能終了後に初期機能
の初期画面に復帰すると判別された場合には、対応する初期機能の初期画面を表示する（
ステップＳ２００６）。一方、ステップＳ２００５で、オートクリア後に初期機能の初期
画面に復帰しないと判別された場合には、ＶＮＣ接続して表示された状態のままになる（
ステップＳ２００７）。
【０１０３】
　また、ＶＮＣ接続を介した通信をしたまま、ＶＮＣ機能とは異なる他の機能の画面で放
置された第２の場合は、ステップＳ２０１１で通信中のＶＮＣ接続は保持されたまま、ス
テップＳ２００４で、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値を初期値に
クリアし、図１４及び図１５の各設定画面の設定に従った初期機能の初期画面を操作部２
０１２に表示する（ステップＳ２００６又はステップＳ２００７）。
【０１０４】
　したがって、これら第１及び第２の場合では、オートクリア機能終了後にＶＮＣタブ９
０４を押下してＶＮＣ機能を選択したときには、ＶＮＣ機能の開始画面ではなく、ＶＮＣ
接続を介した通信中の画面である図８または図９に示すような画面が操作部２０１２に表
示されることになる。
【０１０５】
　ブラウザを起動してブラウザ画面のまま放置された第３の場合は、ステップＳ２０１２
でブラウザ表示は保持されたまま、ステップＳ２００４で、コピー、送信／ＦＡＸ、ボッ
クスの機能設定を初期値にクリアする。続くステップＳ２００５で、オートクリア機能終
了後に初期機能の初期画面に復帰すると判別された場合には、対応する初期機能の初期画
面を表示する（ステップＳ２００６）。一方、ステップＳ２００５で、オートクリア機能
終了後に初期機能の初期画面に復帰しないと判別された場合には、ブラウザ画面の状態の
ままになる（ステップＳ２００７）。
【０１０６】
　また、ブラウザを起動したまま、ブラウザ機能とは異なる他の機能の画面で放置された
第４の場合は、ブラウザは起動された状態のまま、ステップＳ２００４で、コピー、送信
／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値を初期値にクリアし、図１４及び図１５の各設
定画面の設定に従った初期機能の初期画面を操作部２０１２に表示する（ステップＳ２０
０６又はステップＳ２００７）。
【０１０７】
　したがって、これら第３及び第４の場合では、オートクリア機能終了後に、図１０に示
すブラウザタブ１２０１または図５に示す画面で右矢印タブ９０５を押下した場合には、
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ブラウザが起動されず、前に表示されていたページが表示された状態になる。
【０１０８】
　以上のように、第１の実施の形態では、図１４に示す初期設定画面で予め設定された内
容と、図１５に示す復帰に関する設定及びネットワーク設定の画面で予め設定された内容
とに応じて、複写機１００１が有する機能に対するオートクリアの処理を行うことができ
る。その結果、通信中のＶＮＣ接続の切断と保持、ブラウザ表示の終了と保持をそれぞれ
区別することが可能になっている。
【０１０９】
　すなわち、ネットワーク上のリモート機器（クライアントコンピュータ１００５）の状
態表示を行う機能を実現するために必要な通信接続やネットワーク上のコンテンツ表示を
行う機能を実現するために必要な通信接続をオートクリア機能終了後にも保持するか、オ
ートクリア機能起動時に終了するかを、ユーザが選択設定することが可能になり、オート
クリア機能終了後の複合機能装置の操作性が向上する。
【０１１０】
　また、オートクリア機能終了後に上記の通信接続を切断するという設定を予め行ってお
くことにより、ユーザが操作画面に対して所定時間に亘って入力操作を行わない場合でも
、オートクリア処理と同期して通信接続を切断することが可能になり、プライバシーの保
護、セキュリティの向上を図ることができる。
【０１１１】
　また、オートクリア機能終了後に上記の通信接続を保持するという設定を予め行ってお
くことにより、例えば、グループで共通のデータベースのデータを、ＶＮＣ機能やブラウ
ザ機能を用いて複合機能装置に表示させていた場合に、オートクリア時に通信接続は保持
した状態で、通信接続に係る機能、例えばＶＮＣ機能及びブラウザ機能とは異なる他の機
能の設定値を初期値にクリアすることが可能になり、オートクリア機能終了後にＶＮＣ機
能やブラウザ機能を用いて複合機能装置に表示を行わせたいとき、ＶＮＣの再接続、ブラ
ウザの再起動を行わなくて済み、操作性の向上が図れる。
【０１１２】
　次に、本発明の第２の実施の形態を説明する。
【０１１３】
　第２の実施の形態の構成及び要素は、基本的に第１の実施の形態の構成及び要素と同じ
であるので、第２の実施の形態においては、第１の実施の形態の構成及び要素と同一の構
成及び要素には同一の参照符号を付して、それらの説明を省略し、異なる部分だけを説明
する。
【０１１４】
　上記第１の実施の形態では、図１５に示すネットワーク設定における切断キー１４０５
及び保持キー１４０６のいずれかの選択設定に応じて、オートクリア時のＶＮＣ接続に対
する処理と、ブラウザ表示に対する処理とを決めているが、第２の実施の形態では、ＶＮ
Ｃで接続されているアドレス（ＶＮＣ接続先）が、予め登録されているものであるか否か
、また、ブラウザで表示されているページのＵＲＬが、予め登録されているものであるか
否かに応じて、オートクリア時のＶＮＣ接続に対する処理と、ブラウザ表示に対する処理
とを決めるようにする。
【０１１５】
　図１８及び図１９は、第２の実施の形態において、ＶＮＣ接続先アドレスとＵＲＬとを
登録するための、操作部２０１２に表示される登録画面を示す図である。
【０１１６】
　この登録画面には、保持アドレスキー１５０１、保持ＵＲＬキー１５０３、及びリスト
表示部１５０２が設けられる。図１８のように、保持アドレスキー１５０１が選択操作さ
れると、ＶＮＣ接続先として予め登録されている保持アドレスのリストがリスト表示部１
５０２に表示される。また、図１９のように、保持ＵＲＬキー１５０３が選択操作される
と、予め登録されているＵＲＬのリストがリスト表示部１５０２に表示される。
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【０１１７】
　図１８のリスト表示部１５０２に表示される保持アドレスは、オートクリア時に、この
ＶＮＣ接続先に複写機１００１が接続されていた場合、オートクリア機能終了後でも該接
続を保持するためのものであり、こうしたＶＮＣ接続先を新たに登録することも可能にな
っている。
【０１１８】
　図１９のリスト表示部１５０２に表示されるＵＲＬは、オートクリア時に操作部２０１
２に該ＵＲＬに対応するページのブラウザ表示を、オートクリア機能終了後でもそのまま
保持するためのものであり、こうしたＵＲＬを新たに登録することも可能になっている。
【０１１９】
　図２０及び図２１は、第２の実施の形態において実行されるオートクリア処理の手順を
示すフローチャートである。
【０１２０】
　なお、図２０に示すステップＳ２２０１ａからステップＳ２２０７までの処理手順は、
図１６に示す第１の実施の形態におけるステップＳ２００１からステップＳ２００７まで
の処理手順と同一であるので、説明を省略する。
【０１２１】
　第２の実施の形態においては、ブラウズ機能及びＶＮＣ機能のうちの少なくとも１つが
コンローラユニット２０００に組み込まれている場合には、図１８及び図１９に示す登録
画面によって、前述のようにＶＮＣ接続先とＵＲＬとを予め登録することが可能となり、
登録した場合には、図１５に示す第１の実施の形態におけるネットワーク設定を行う必要
がなくなる。
【０１２２】
　図２０のステップＳ２２０３において、ブラウザ機能及びＶＮＣ機能のうちの少なくと
も１つが組み込まれていると判別された場合は、図２１のステップＳ２２０８に進み、該
ステップＳ２２０８で、ＶＮＣ接続を介して通信中であるか否かを判別し、ＶＮＣ接続を
介して通信中であるならばステップＳ２２０９へ進み、ＶＮＣ接続を介して通信中でなけ
れば、ステップＳ２２１３に進む。
【０１２３】
　ステップＳ２２０９では、図１８に示す登録画面にＶＮＣ接続先が設定（登録）されて
いるか否かを判別し、ＶＮＣ接続先が設定されているならばステップＳ２２１０へ進み、
ＶＮＣ接続先が設定されていないならばステップＳ２２１２へ進む。
【０１２４】
　ステップＳ２２１０では、ＶＮＣ接続先のいずれか１つに対応する機器に複写機１００
１がＶＮＣ接続しているか否かを判別し、ＶＮＣ接続している場合はステップＳ２２１１
に進み、ＶＮＣ接続していない場合はステップＳ２２１２へ進む。
【０１２５】
　ステップＳ２２１１では、通信中のＶＮＣ接続をそのまま保持する。
【０１２６】
　ステップＳ２２０９で、登録画面にＶＮＣ接続先が設定されていないと判別された場合
、または、ステップＳ２２１０で、複写機１００１がＶＮＣ接続しているが、リスト表示
部１５０２に設定（登録）されていないＶＮＣ接続先の機器に接続していると判別された
場合は、ステップＳ２２１２において通信中のＶＮＣ接続を切断する。
【０１２７】
　次にステップＳ２２１３で、ブラウザ起動中であるか否かを判別し、ブラウザ起動中で
あるならばステップＳ２２１４へ進み、ブラウザ起動中でなければ図２０のステップ２２
０４へ進む。
【０１２８】
　ステップＳ２２１４では、図１９に示す登録画面にＵＲＬが設定（登録）されているか
否かを判別し、設定されているならばステップＳ２２１５へ進み、設定されていないなら
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ばステップＳ２２１７へ進む。
【０１２９】
　ステップＳ２２１５では、設定されているＵＲＬのいずれか１つに対応するページが操
作部２０１２にブラウザ表示されているか否かを判別し、表示されているならばステップ
Ｓ２２１６へ進み、表示されていないならばステップＳ２２１７へ進む。
【０１３０】
　ステップＳ２２１６では、ブラウザ表示をそのままの状態にして保持する。
【０１３１】
　ステップＳ２２１４で、登録画面にＵＲＬが設定されていないと判別された場合、また
は、ステップＳ２２１５で、ブラウザを起動しているが、リスト表示部１５０２に設定（
登録）されているＵＲＬとは異なるＵＲＬに対応するページが操作部２０１２にブラウザ
表示されていると判別された場合は、ステップＳ２２１７においてブラウザ表示を終了し
て、ステップＳ２２０４に進む。
【０１３２】
　次に、第１乃至第８の具体例を用いて、ステップＳ２２０４以降の処理を説明する。
【０１３３】
　第１の具体例は、複写機１００１が、図１８に示す登録画面に設定登録されているＶＮ
Ｃ接続先の機器とＶＮＣ接続を介した通信をして、該機器のＶＮＣ画面（デスクトップ画
面）を複写機１００１の操作部２０１２に表示した状態のまま放置された場合であって、
該通信中のＶＮＣ接続を保持した状態で（ステップＳ２２１１）、ステップＳ２２０４で
、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値を初期値にクリアする。続くス
テップＳ２２０５で、オートクリア機能終了後に図１４の初期機能設定画面で設定されて
いる初期機能の初期画面に復帰すると判別された場合には、対応する初期機能の初期画面
を表示する（ステップＳ２２０６）。一方、ステップＳ２２０５で、オートクリア機能終
了後に初期機能に復帰しないと判別された場合には、図６に示すＶＮＣ機能の開始画面を
操作部２０１２に表示する（ステップＳ２２０７）。
【０１３４】
　また、第２の具体例は、複写機１００１が、図１８に示す登録画面に設定登録されてい
るＶＮＣ接続先とは異なるＶＮＣ接続先の機器とＶＮＣ接続を介した通信をして、該機器
のＶＮＣ画面（デスクトップ画面）を複写機１００１の操作部２０１２に表示した状態の
まま放置された場合であって、該通信中のＶＮＣ接続を切断し（ステップＳ２２１２）、
ステップＳ２２０４で、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値を初期値
にクリアする。続くステップＳ２２０５で、オートクリア機能終了後に初期機能の初期画
面に復帰すると判別された場合には、対応する初期機能の初期画面を表示する（ステップ
Ｓ２２０６）。一方、ステップＳ２２０５で、オートクリア機能終了後に初期機能の初期
画面に復帰しないと判別された場合には、図６に示すＶＮＣ機能の開始画面を操作部２０
１２に表示する（ステップＳ２２０７）。
【０１３５】
　また、第３の具体例は、複写機１００１が、図１８に示す登録画面に設定登録されてい
るＶＮＣ接続先の機器とＶＮＣ接続を介した通信をして、ＶＮＣ機能以外の他の機能の画
面が操作部２０１２に表示された状態で放置された場合であって、通信中のＶＮＣ接続は
保持した状態（ステップＳ２２１１）で、ステップＳ２２０４で、コピー、送信／ＦＡＸ
、ボックスの機能に関する設定値を初期値にクリアするとともに、図１４及び図１５の各
設定画面の設定に従った初期機能の初期画面を操作部２０１２に表示する（ステップＳ２
００６又はステップＳ２００７）。
【０１３６】
　また、第４の具体例は、複写機１００１が、図１８に示す登録画面に設定登録されてい
るＶＮＣ接続先とは異なるＶＮＣ接続先の機器とＶＮＣ接続を介した通信をして、ＶＮＣ
機能以外の他の機能の画面が操作部２０１２に表示された状態で放置された場合であって
、該通信中のＶＮＣ接続を切断し（ステップＳ２２１２）、ステップＳ２２０４で、コピ
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ー、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値を初期値にクリアするとともに、図１
４及び図１５の各設定画面の設定に従った初期機能の初期画面を操作部２０１２に表示す
る。
【０１３７】
　また、第５の具体例は、図１９に示す登録画面に設定登録されているＵＲＬに対応する
ページを操作部２０１２にブラウザ画面として表示した状態で放置された場合であって、
ブラウザ表示はそのままの保持した状態（ステップＳ２２１６）で、ステップＳ２２０４
で、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値を初期値にクリアする。続く
ステップＳ２２０５で、オートクリア機能終了後に初期機能の初期画面に復帰すると判別
された場合には、対応する初期機能の初期画面を表示する（ステップＳ２２０６）。一方
、ステップＳ２２０５で、オートクリア機能終了後に初期機能の初期画面に復帰しないと
判別された場合には、ブラウザ画面の状態のままになる（ステップＳ２００７）。
【０１３８】
　また、第６の具体例は、図１９に示す登録画面に設定登録されているＵＲＬとは異なる
ＵＲＬに対応するページを操作部２０１２にブラウザ画面として表示した状態で放置され
た場合であって、該ブラウザを終了し（ステップＳ２２１７）、ステップＳ２２０４で、
コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値を初期値にクリアする。続くステ
ップＳ２２０５で、オートクリア機能終了後に初期機能の初期画面に復帰すると判別され
た場合には、対応する初期機能の初期画面を表示する（ステップＳ２２０６）。一方、ス
テップＳ２２０５で、オートクリア機能終了後に初期機能の初期画面に復帰しないと判別
された場合も、図１４の初期機能設定画面で設定されている初期機能の初期画面を表示す
る（ステップＳ２２０７）。
【０１３９】
　また、第７の具体例は、ブラウザを起動して、図１９に示す登録画面に設定登録されて
いるＵＲＬに対応するページを操作部２０１２にブラウザ画面として表示しているが、ブ
ラウザ機能以外の他の機能の画面が操作部２０１２に表示された状態で放置された場合で
あって、ブラウザ表示はそのまま保持した状態で（ステップＳ２２１６）、ステップＳ２
２０４で、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値を初期値にクリアする
とともに、図１４及び図１５の各設定画面の設定に従った初期機能の初期画面を操作部２
０１２に表示する（ステップＳ２２０６又はステップＳ２２０７）。
【０１４０】
　また、第８の具体例は、ブラウザを起動して、図１９に示す登録画面に設定登録されて
いるＵＲＬとは異なるＵＲＬに対応するページを操作部２０１２にブラウザ画面として表
示しているが、ブラウザ機能以外の他の機能の画面が操作部２０１２に表示された状態で
放置された場合であって、ブラウザを終了し（ステップＳ２２１７）、ステップＳ２２０
４で、コピー、送信／ＦＡＸ、ボックスの機能に関する設定値を初期値にクリアするとと
もに、図１４及び図１５の各設定画面の設定に従った初期機能の初期画面を操作部２０１
２に表示する（ステップＳ２２０６又はステップＳ２２０７）。
【０１４１】
　以上のように、第２の実施の形態では、図１４に示す初期機能設定画面で予め設定され
た内容と、図１５に示す復帰に関する設定（ネットワーク設定はない）の画面で予め設定
された内容と、図１８及び図１９に示す登録画面を用いて予め設定されたＶＮＣ接続先お
よびＵＲＬとに応じて、オートクリアの処理を行うことができる。その結果、通信中のＶ
ＮＣ接続の切断と保持、ブラウザ表示の終了と保持をそれぞれ区別することが可能になっ
ている。
【０１４２】
　また、以上の説明では、ブラウザ機能あるいはＶＮＣ機能による通信を行った後にオー
トクリア機能が働いた場合にその通信を保持するか切断を操作部２０１２で設定する構成
としたが、本発明はこれに限るものではない。例えば、複写機１００１の仕様として、オ
ートクリア後は常に通信を保持する、あるいは常に通信を切断するという構成とするよう
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にしてもよい。
【０１４３】
　また、以上の説明では、コピーなど複数の機能を有した装置を例に説明したが、本発明
はこれに限ることなく、ブラウザ機能やＶＮＣ機能のみを有し、ブラウザ機能あるいはＶ
ＮＣ機能による表示を行った後、所定期間が経過しても何も操作されなかった場合に、そ
の表示を継続させるか初期画面に戻すようにしてもよい。
【０１４４】
　また、以上では、所定時間操作がされずオートクリア機能が働いた場合の処理について
説明したが、本発明はこれに限ることなく、ブラウザ機能あるいはＶＮＣ機能による通信
及び表示を行っているときに、他の機能の画面（コピー、送信／ＦＡＸ、ボックス）に切
り替えた後、再びブラウザ機能あるいはＶＮＣ機能の画面に戻ったときにも上記第１及び
第２の実施の形態と同様の処理を行うようにしてもよい。
【０１４５】
　この場合は、ブラウザ機能あるいはＶＮＣ機能のそれぞれについて、図１５と同様にネ
ットワーク設定の切断を行うか保持を行うか予め設定しておき、画面が切り替えられたと
きにこの設定に従って動作させる。この設定はオートクリア時の処理（図１５）と別に設
定しておくようにしてもよいし、オートクリア時と共通の設定としておき、オートクリア
時の処理と同じように作用させるようにしてもよい。
【０１４６】
　そして、ブラウザ機能あるいはＶＮＣ機能によってネットワーク上の端末と通信し、そ
れにより取得した情報を表示させた後に、他の機能（コピー、送信／ＦＡＸ、ボックス）
が選択され、表示画面を切り替えた場合に、その設定内容に基づきブラウザ機能あるいは
ＶＮＣ機能のためのネットワークとの接続を切断（デフォルト画面に切り替える）すべき
か、保持すべきかを判断し、その判断結果に基づきデフォルト画面の表示とするか元の画
面を保持するかを切り替えるものである。
【０１４７】
　また、このように切断か保持かを操作部２０１２で設定するのではなく、固定的に切断
する仕様、保持する仕様とするようにしてもよい。
【０１４８】
　また、さらに上記第２の実施の形態のように特定のＵＲＬへのアクセスや、特定の端末
へのＶＮＣ接続の場合には表示を保持しておき、それ以外の場合はデフォルト画面に戻す
ようにしてもよい。
【０１４９】
　なお、本発明の目的は、前述した各実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログ
ラムコードを記録した記憶媒体を、システムまたは装置に供給し、そのシステムまたは装
置のコンピュータ（またはＣＰＵ、ＭＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコード
を読み出して実行することによっても達成される。
【０１５０】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実
現することになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶媒体は
本発明を構成することになる。
【０１５１】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルデ
ィスク、ハードディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメ
モリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【０１５２】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した各
実施の形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コン
ピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部また
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は全部を行い、その処理によって前述した各実施の形態の機能が実現される場合も含まれ
る。
【０１５３】
　更に、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた
後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備
わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した各実施の
形態の機能が実現される場合も含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１５４】
　本発明は、ネットワークに接続可能な複合機能装置であって、該ネットワーク上の機器
から所定の情報を入手して、該入手した情報に基づいた情報を表示するネットワーク表示
機能を含む複数の機能を有する複合機能装置、通信装置、該装置の制御方法、及び該制御
方法をコンピュータに実行させるためのプログラムに適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５５】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る複合機能装置を含むシステムのネットワーク構
成を示す図である。
【図２】図１における複合機能装置の主要部の構成を示すブロック図である。
【図３】図２に示すスキャナおよびプリンタのハードウェア構成を示す側断面図である。
【図４】図２に示す操作部の構成を示す平面図である。
【図５】操作部上に表示される操作画面の一例を示す図である。
【図６】図５に示す操作画面内のＶＮＣタブが押下されたときに操作部に表示される開始
画面を示す図である。
【図７】図６に示す開始画面内の開始キーが押下されたときに操作部に表示される認証画
面を示す図である。
【図８】図７の認証画面を介して認証に成功したクライアントコンピュータのデスクトッ
プ画面が操作部に表示された場合の操作部の画面を示す図である。
【図９】図８に示す画面内の大キーが押下されたときに操作部に表示される画面を示す図
である。
【図１０】図５に示す操作画面内の右矢印ボタンが押下されたときに操作部に表示される
ブラウザ画面を示す図である。
【図１１】図１０に示すブラウザ画面内のメニューＯＦＦキーが押下されたときに操作部
に表示されるブラウザ画面を示す図である。
【図１２】図１０に示すブラウザ画面内の全画面キーが押下されたときに操作部に表示さ
れるブラウザ画面を示す図である。
【図１３】図１２に示すブラウザ画面内のメニューＯＦＦキーが押下されたときに操作部
に表示されるブラウザ画面を示す図である。
【図１４】オートクリア機能が働いたときに、操作部２０１２に表示すべき初期画面とし
ての初期機能を予め選択設定するための初期機能設定画面を示す図である。
【図１５】オートクリア機能終了後に図１４の初期機能設定画面で選択された初期機能の
設定値を初期値に復帰させるか否かの設定と、オートクリア機能により、オートクリア機
能終了後にネットワーク設定としてネットワークとの接続を切断するか否かの設定とを予
め行なうための設定画面を示す図である。
【図１６】図２におけるコントローラユニットで実行されるオートクリア処理の手順を示
すフローチャートである。
【図１７】図１６のオートクリア処理の続きのフローチャートである。
【図１８】本発明の第２の実施の形態において、ＶＮＣ接続先とＵＲＬとを登録するため
の、操作部に表示される登録画面を示す図であって、保持アドレスキーが選択操作された
ときの状態を示す図である。
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【図１９】図１８に示す登録画面において、保持ＵＲＬキーが選択操作されたときの状態
を示す図である。
【図２０】第２の実施の形態において実行されるオートクリア処理の手順を示すフローチ
ャートである。
【図２１】図２０のオートクリア処理の続きのフローチャートである。
【符号の説明】
【０１５６】
１００１　複写機
１００２　複写機
１００３　ファクシミリ装置
１００４　データベース／メールサーバ
１００５　クライアントコンピュータ
１００６　ＬＡＮ
１００７　ファクシミリ装置
１００８　公衆回線
２０００　コントローラユニット
２０１２　操作部
２０７０　スキャナ
２０９５　プリンタ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(32) JP 4673109 B2 2011.4.20

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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